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議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
の
規
制
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
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内
閣
衆
質
一
〇
一
第
三
六
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昭
和
五
十
九
年
八
月
七
日 

衆

議

院

議

長 
福 

永 

健 

司 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
の
規
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
は
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指

圧
、
は
り
、
き
ゆ
う
及
び
柔
道
整
復
以
外
の
医
業
類
似
行
為
に
つ
い
て
は
、
何
人
も
こ
れ
を
業
と
し
て
は
な
ら
な

い
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
同
条
の
規
定
に
違
反
し
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
人
の
健
康
に
害
を
及
ば
す
お

そ
れ
の
あ
る
医
業
類
似
行
為
に
限
ら
れ
る
（
昭
和
三
十
五
年
一
月
二
十
七
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
参
照
）
。 

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
の
名
称
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
行
為
に
は
各
種
の
も
の
が
あ 

り
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
が
、
個
々
に
み
て
人
の
健
康
に
害
を
及
ば
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
医
業

類
似
行
為
に
つ
い
て
は
、
現
に
取
締
り
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




